
申請方法

相談窓口等

広広報報川川越越№№11553333・・22002266..66広報川越№1533・2026.6 333

政策企画課L224－5831
O225－2895

ここどどもも家家庭庭課課LL222244－－55882211
OO222255－－55221188

こども家庭課L224－5821
O225－5218

＊案内書類が届いていない場合や紛失してしまった場合は、再発行しますので、対面式窓口までお越しください。

＊対面式窓口は7月末まで（高階市民センターは6月
末まで）。＊遠隔式窓口は7月末まで（高階市民センターは7月から開始）。

　離婚等によりひとり親となった世帯に対し、養育費の取り決めや履行確保など次の４つの区分に応じた支援を行
います。対象者は、児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあることなどの要件があります。

LL00112200－－226666－－995555
●デジタルギフトコールセンター
L0120－266－955
■日 �月～土曜日（祝・休日を除く）＝6月まで
　月～金曜日（祝・休日を除く）＝7月から
　午前9時～午後6時

●対面式窓口
■場市役所本庁舎地下1階、高階市民センター
■日 �月～金曜日（祝・休日を除く）
　午前8時30分～午後5時15分＝5月まで
　午前8時45分～午後4時30分＝6月から
■場川越市民サービスステーション
■日 �月～土曜日（祝・休日を除く）
　午前9時30分～午後6時15分＝5月まで
　午前9時30分～午後6時＝6月から

●遠隔式窓口（モニター越しに相談等受け付けします）
■場市民センター
■日 �月～金曜日（祝・休日を除く）
　午前8時30分～午後5時15分＝5月まで
　午前8時45分～午後4時30分＝6月から

3月下旬に発送した案内書類をご用意の上、
次の方法で申請してください。

1020758

1019930

物価高騰対応デジタルギフト

養育費確保支援

申請はお済みですか？

始まります！

申請期限は 6月30日㈫6月30日㈫まで

デジタルギフト スマートフォンから申請

QUOカード（クオ・カード）
カタログギフト

●スマートフォンから申請できるように変わりました
●デジタルギフトコールセンターに電話で申請
●下記の対面式窓口か遠隔式窓口で申請

注意 申請がない場合、
ギフトを支給できません。

補助区分 内容 補助上限額

養育費公正証書等
作成費用補助

債務名義である公正証書（強制執行認
にんだくもんごんつき

諾文言付）、判決書、調停調書などを作成した
場合に、本人が負担した費用を補助します。 4433,,000000円円43,000円

養育費裁判外紛争解決
手続（A

エーディーアール
DR）費用補助 ＊＊ＡＡＤＤＲＲととはは、、AAlltteerrnnaattiivvee��DDiissppuuttee��RReessoolluuttiioonnのの略略でで、、裁裁判判以以外外のの方方法法でで問問

題題のの解解決決をを図図るる手手続続ききでですす。。

裁判外紛争解決手続（ADR）は、中立公正な第三者の支援のもとで、相手と話し合
い、合意を目指す民間での手続きです。ADRにより養育費の取り決めを行った場合
に、本人が負担した費用を補助します。
＊ＡＤＲとは、Alternative Dispute Resolutionの略で、裁判以外の方法で問
題の解決を図る手続きです。

5500,,000000円円50,000円

養育費保証契約締結
費用補助

養育費確保のために、保証会社と養育費保証契約を締結する際の本人が負担した費
用(初回保証料に限る)を補助します。 5500,,000000円円50,000円

養育費の受け取りに
係る弁護士費用補助

養育費の回収（強制執行）のために、強制執行の申し立てを弁護士に依頼した場合の
報酬金（成功報酬に限る）として本人が負担した費用を補助します。 110000,,000000円円100,000円

https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kenko/fukushi/1006983/1007005/1020758.html
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kosodate/k-service/1004405/1019930.html

